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●
医
療
費
削
減
を
も
た
ら
す
取

手
が
誇
る
慢
性
腎
臓
病
（
Ｃ
Ｋ

Ｄ
）
保
存
療
法
の
普
及
充
実
を

求
め
る
請
願
…
趣

※

旨
採
択

　
①
保
存
療
法
に
つ
い
て
市
民

へ
の
理
解
度
を
さ
ら
に
深
め
、

治
療
法
を
普
及
さ
せ
る
必
要
性

か
ら
、
市
民
へ
の
啓
発
機
会
を

増
や
す
こ
と
。

　
②
市
は
、
保
存
療
法
の
国
際

化
へ
の
支
援
を
積
極
的
に
進
め

る
こ
と
。

〔
提
出
者
〕

渡わ
た
な
べ邉
忠
夫
氏
他
５
３
８
人

〔
紹
介
議
員
〕

細
谷
議
員

〔
討
論
〕

小
池
議
員
…
臨
床
結
果
が
出
て

い
な
い
現
段
階
で
国
際
化
へ
の

支
援
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
と

考
る
が
、
患
者
や
家
族
に
と
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
療
法
を
知
る
こ

と
で
治
療
の
選
択
す
る
枠
が
広

が
る
こ
と
は
大
事
。
趣
旨
採
択

に
賛
成
。

●
市
長
が
保
護
者
の
要
請
に
こ

た
え
る
こ
と
を
求
め
る
陳
情
…

不
採
択

　
①
市
内
で
発
生
し
た
市
立
中

学
校
生
徒
い
じ
め
自
死
事
件
に

つ
い
て
市
長
は
、
保
護
者
会
を

早
急
に
行
う
こ
と
。

　
②
保
護
者
会
は
市
長
が
主
催

す
る
こ
と
。

　
③
当
時
の
教
育
長
・
教
育
部

長
の
引
き
継
ぎ
内
容
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。

　
④
市
長
は
現
在
の
教
育
長
に

こ
の
事
件
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
指
示
を
し
た
の
か
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。

〔
提
出
者
〕

斉
藤
た
か
し
氏

〔
討
論
〕

請
　
　
願

関
戸
議
員
…
取
手
市
の
長
で
あ

り
、
教
育
会
議
の
議
長
で
も
あ

る
市
長
が
問
題
解
決
の
た
め
に

力
を
尽
く
す
べ
き
と
陳
情
者
は

述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
陳
情

者
の
問
題
解
決
の
た
め
の
提
案

に
賛
同
す
る
。
賛
成
。

細
谷
議
員
…
委
員
会
審
査
の
中

で
、
教
育
委
員
会
の
独
立
性
は

維
持
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
の

意
見
も
あ
っ
た
が
、
信
頼
回
復

に
は
、
市
長
が
こ
の
問
題
を
引

き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

賛
成
。

池
田
議
員
…
遺
族
・
保
護
者
に

対
し
て
の
き
ち
ん
と
し
た
保
護

者
会
は
、
い
ま
だ
に
開
催
さ
れ

て
い
な
い
。
賛
成
。

●
取
手
市
み
ん
な
で
い
じ
め
を

な
く
す
た
め
の
条
例
の
見
直
し

を
求
め
る
陳
情
…
不
採
択

　
①
い
じ
め
の
禁
止
を
明
示
す

る
こ
と
。

　
②
保
護
者
に
つ
い
て
法
律
と

同
じ
表
記
に
す
る
こ
と
。

　
③
学
校
教
育
法
の
懲
戒
を
明

示
し
、
子
ど
も
を
叱
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
④
条
例
第
13
条
、
出
席
停
止

処
分
と
子
ど
も
の
役
割
、
懲
戒

と
い
じ
め
の
正
確
性
を
高
め
る

条
文
と
す
る
こ
と
。

　
⑤
財
政
処
置
に
つ
い
て
市
長

の
権
限
を
明
示
す
る
こ
と
。

　
⑥
常
駐
の
い
じ
め
防
止
担
当

職
員
の
配
置
を
明
示
し
、
指
導

課
出
向
県
職
員
の
事
務
処
理
向

上
を
義
務
化
す
る
こ
と
。

　
⑦
市
長
部
局
に
い
じ
め
防
止

担
当
部
所
の
明
示
を
す
る
こ
と
。

　
⑧
議
会
が
決
議
し
た
事
実
を

条
例
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ

て
い
る
か
検
証
を
す
る
こ
と
。

　
⑨
ア
プ
リ
導
入
手
続
き
と
通

報
の
実
態
と
情
報
有
効
活
用
の

検
証
。

〔
提
出
者
〕

坂
巻
弘ひ

ろ
し始

氏

〔
討
論
〕

関
戸
議
員
…
こ
う
し
た
条
例
は

急
い
で
つ
く
る
べ
き
で
は
な

い
。
検
証
・
総
括
を
し
っ
か
り

や
る
べ
き
、
と
い
う
多
く
の
市

民
の
声
が
意
見
公
募
で
寄
せ
ら

れ
て
い
る
。
賛
成
。

池
田
議
員
…
条
例
が
平
成
30
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い

る
。
施
行
さ
れ
た
後
の
条
例
の

検
証
は
必
要
と
考
え
る
。賛
成
。

陳
　
　
情

陳
情
の
取
り
扱
い
が
変
わ
り
ま
し
た

請
願
は
、
皆
さ
ん
が
国
や
県
、
市
区
町
村
に
対
し
、
一
定
の
希
望
を
述
べ
る
制

度
で
す
。
憲
法
に
は
、
国
民
の
基
本
的
権
利
と
し
て
請
願
権
（
第
16
条
）
が
保

障
さ
れ
て
い
ま
す
。議
会
へ
提
出
す
る
に
は
議
員
の
紹
介
を
通
し
て
行
い
ま
す
。

陳
情
に
つ
い
て
は
７
月
１
日
以
降
提
出
さ
れ
た
も
の
は
、
原
則
と
し
て
議
員
に

写
し
を
配
布
す
る
の
み
と
な
り
ま
し
た
。（
詳
細
は
本
ペ
ー
ジ
下
段
に
記
載
）

（Ｑ）だれでも提出できるの？
（Ａ）国籍、住所、年齢などを問わず誰でも、１人でも提出できます。
（Ｑ）どのように書けばいいの？
（Ａ）日本語で趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名を記載し、押
印してください。議会事務局または市ホームページに参考様式を用意
しております。

（Ｑ）議員の紹介は必要なの？
（Ａ）１人以上の紹介議員が必要です。その場合、紹介議員の署名ま
たは記名押印が必要です。

（Ｑ）提出期限は？
（Ａ）提出期限はありません。ただし、平成 30年第３回定例会での審
議を希望される方は、８月 24 日（金）午後５時までに議会事務局に
提出してください。

（Ｑ）個人情報の取り扱いは？
（Ａ）提出者の住所・氏名は、会議録・取手市ホームページ・議会だ
より「ひびき」・議会メールマガジンに掲載される他、行政文書とし
て情報公開の対象となります。

※その他ご不明な点がありましたら、お気軽に議会事務局にお問い合わせください。

　
取
手
市
議
会
の
会
議
規
則
を

改
正
す
る
議
員
提
出
議
案
が
平

成
30
年
第
１
回
定
例
会
で
可
決

し
て
い
ま
す
。
こ
の
改
正
に
伴

い
、
７
月
１
日
以
降
に
提
出
さ

れ
た
陳
情
に
つ
い
て
は
、
議
会

で
の
取
り
扱
い
が
変
更
と
な
り

ま
し
た
。

　
改
正
前
は
請
願
と
同
様
の
取

り
扱
い
に
て
提
出
後
の
定
例
会

で
議
題
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

本
年
７
月
１
日
以
降
提
出
さ
れ

た
陳
情
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
議
員
に
写
し
を
配
布
す
る

の
み
と
な
り
ま
し
た
。

　
請
願
の
提
出
方
法
に
つ
い
て

は
左
記
の
「
請
願
の
提
出
Ｑ
＆

Ａ
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

請
願
・
陳
情
に
つ
い
て
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
に
も
記
載
し
て
い

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

請願・陳情ページの
ＱＲコード

※
趣
旨
採
択
…
請
願
や
陳
情
の

願
意
は
妥
当
で
あ
る
が
、
実
現

性
が
低
い
よ
う
な
場
合
に
用
い

る
議
決
結
果
の
一
つ
。他
に
も
、

項
目
の
一
部
を
採
択
す
る
一
部

採
択
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
の
希
望
で
す

請
願
・
陳
情

ちょっと てって
　議会の日程や審議結果、一般質問通告内容などをお知らせする
「ひびきメール」を配信しています。登録
方法は次の通りです。
・パソコンでの受信…取手市ホームページから
　（http://www.city.toride.ibaraki.jp/）
・携帯電話での受信…右記のＱＲコード
または取手市携帯サイトから

　�（http://www.city.toride.ibaraki.jp/mob/）
　ひびきメール登録ページへ進んでください。

パソコンで受信したい方の

登録はこちらから

■取手市ホームページ（http://
www.city.toride.ibaraki.jp/）

■登録ページ（携帯電話）
　直通QRコード

携帯メールで受信したい方の
登録はこちらから


